
  

 

◎
住
宅
宿
泊
事
業
法
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
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○
住
宅
宿
泊
事
業
法
案
（
抄
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（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 
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（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
宿
泊
事
業
」
と
は
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
者
以
外
の
者

が
宿
泊
料
を
受
け
て
住
宅
に
人
を
宿
泊
さ
せ
る
事
業
で
あ
っ
て
、
人
を
宿
泊
さ

せ
る
日
数
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
日
数
が
一
年
間
で
九
十
日
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。 

４
～
10 

〔
略
〕 

（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
宿
泊
事
業
」
と
は
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
者
以
外
の
者

が
宿
泊
料
を
受
け
て
住
宅
に
人
を
宿
泊
さ
せ
る
事
業
で
あ
っ
て
、
人
を
宿
泊
さ

せ
る
日
数
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
日
数
が
一
年
間
で
百
八
十
日
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。 

４
～
10 

〔
略
〕 

 
 

 
 


